
議案第１６１号 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２５年１１月２７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 （さいたま市国民健康保険税条例の一部改正）

第１条 さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一

部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

附 則 附 則

１～８ ［略］ １～８ ［略］

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の

課税の特例）

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の

課税の特例）

９ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者（

以下「世帯主等」という。）が、前年中に所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得（次項から附則第１３項までにおいて「公的年

金等所得」という。）について同条第４項に規定

する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者に係

るものに限る。次項から附則第１３項までにおい

て「特定公的年金等控除額」という。）の控除を

受けた場合における第２１条の規定の適用につい

ては、同条中「総所得金額（」とあるのは、「総

所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する公

的年金等に係る所得については、同条第２項第１

号の規定により計算した金額から１５万円を控除

した金額によるものとし、」とする。

９ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者（

附則第１４項から第２５項まで及び附則第２７項

において「世帯主等」という。）が、前年中に所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係

る所得（次項から附則第１３項までにおいて「公

的年金等所得」という。）について同条第４項に

規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者

に係るものに限る。次項から附則第１３項までに

おいて「特定公的年金等控除額」という。）の控

除を受けた場合における第２１条の規定の適用に

ついては、同条中「総所得金額（」とあるのは、

「総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得については、同条第２項

第１号の規定により計算した金額から１５万円を

控除した金額によるものとし、」とする。

１０～１５ ［略］ １０～１５ ［略］

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例）

 （株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例）



１６ 世帯主等が法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第４条及び第２１条の規定の適用について

は、第４条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第２１条中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

１６ 世帯主等が法附則第３５条の２第６項に規定

する株式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第４条及び第２１条の規定の適用については、

第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額

」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則

第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第２１条中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。

 （上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越

控除に係る国民健康保険税の課税の特例）

１７ 世帯主等が法附則第３５条の２の６第１１項

又は第１５項の規定の適用を受ける場合における

附則第２５項の規定の適用については、同項中「

上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは、

「上場株式等に係る配当所得の金額（法附則第３

 ５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）」とする。

１８ 世帯主等が法附則第３５条の２の６第１５項

の規定の適用を受ける場合における附則第１６項

の規定の適用については、同項中「株式等に係る

譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る

譲渡所得等の金額（法附則第３５条の２の６第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）」とする。

 （特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の

繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１９ 世帯主等が法附則第３５条の３第１１項の規

定の適用を受ける場合における附則第１６項の規

定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡

所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡

所得等の金額（法附則第３５条の３第１１項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）」

とする。

１７ ［略］ ２０ ［略］

 （先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に

係る国民健康保険税の課税の特例）

２１ 世帯主等が法附則第３５条の４の２第７項の

規定の適用を受ける場合における前項の規定の適

用については、同項中「先物取引に係る雑所得等

の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等

の金額法（法附則第３５条の４の２第７項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）」と

する。

１８ ［略］ ２２ ［略］

１９ ［略］ ２３ ［略］



 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

２０ 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利

子所得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第４条及び第２１条の規定の適用については、

第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用

配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２１

条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と

する。

２４ 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る配

当所得を有する場合における第４条及び第２１条

の規定の適用については、第４条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（

」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額」と、第２１条中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例）

 （上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険

税の課税の特例）

２１ 世帯主等が法附則第３３条の２第５項に規定

する上場株式等の配当等に係る配当所得等を有す

る場合における第４条及び第２１条の規定の適用

については、第４条第１項中「及び山林所得金額

」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第２１

条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定

 する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

２５ 世帯主等が法附則第３３条の２第５項の規定

する上場株式等の配当等に係る配当所得を有する

場合における第４条及び第２１条の規定の適用に

ついては、第４条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得の金額」と、第２１条中「

及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得の金額」とする。

２２ ［略］ ２６ ［略］

２３ ［略］ ２７ ［略］

第２条 さいたま市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を



当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

附 則 附 則

１～１６ ［略］ １～１６ ［略］

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例）

１７ 世帯主等が法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第４条及び第２１条の規定の適用につ

いては、第４条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

２１条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

」とする。

１８ ［略］ １７ ［略］

１９ ［略］ １８ ［略］

２０ ［略］ １９ ［略］

２１ ［略］ ２０ ［略］

２２ ［略］ ２１ ［略］

２３ ［略］ ２２ ［略］

２４ ［略］ ２３ ［略］

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、第１条中附則第９項の

改正、附則第１７項から第１９項までを削る改正、附則第２０項の改正、附則第２

１項を削る改正、附則第２２項及び第２３項の改正、附則第２４項の改正（「配当

所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分を除く。）、附則第２５

項の改正（「配当所得」を「配当所得等」に改める部分を除く。）並びに附則第２

６項及び第２７項の改正並びに附則第３項の規定は公布の日から、第１条中附則第

２４項の改正（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に



限る。）は平成２８年１月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第１６項、第２

０項及び第２１項の規定並びに第２条の規定による改正後の同条例附則第１７項の

規定は、平成２９年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２８年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 （さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正）

３ さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年さいたま市条

例第２８号）を次のように改正する。

附則第２７項の改正を次のように改める。

附 則 附 則

１～２２ ［略］ １～２２ ［略］

 （東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係

る譲渡期限の延長等の特例）

 （東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係

る譲渡期限の延長の特例）

２３ 世帯主等が法附則第４４条の２第４項及び第

５項の規定の適用を受ける場合における附則第１

 ４項（附則第１５項において準用する場合を含む。

 ）の規定の適用については、附則第１４項中「第

３５条第１項」とあるのは「第３５条第１項（東

日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）第

１１条の６第１項の規定により適用される場合を

含む。）」と、「同法」とあるのは「租税特別措

置法」とする。

２３ 世帯主等が法附則第４４条の２第３項の規定

の適用を受ける場合における附則第１４項（附則

第１５項において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、附則第１４項中「第３６条」

とあるのは「第３６条（東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平

成２３年法律第２９号）第１１条の６第１項の規

定により適用される場合を含む。）」と、「同法

」とあるのは「租税特別措置法」とする。


